
〈短期入所生活介護〉 
事 業 所 名 金沢市短期入所施設湖陽ホーム 

事 業 所 の 種 類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 介護保険事業者番号 第 1770100699 

事 業 所 の 所 在 地 石川県金沢市八田町東 912 番地 

事 業 所 連 絡 先 ０７６－２５７－２３３３ 管理者 清 水 克 弥 

運 営 方 針 

１．利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を

図ります。 
２．利用者の人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスを提供するとともに、利用者

及び家族のニーズを的確に捉え、個別に介護計画を作成することにより適切なサ－ビスを提

供します。 
３．利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。 
４．適切な介護技術をもってサービスを提供します。 
５．常に、提供したサービスの質の管理、評価を行い、その改善を図ります。 
６．居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った介護を提供します。 

サ ー ビ ス 内 容 
短期間入所していただき、次の介護サービスを提供します。 
日常生活上の自立支援、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び助言、機能訓練、送迎サービス、

健康管理及び療養上の世話を行います。 

利 用 定 員 １０名 

通常の送迎の実施地域 金沢市北部地区 

従業者の種類、員数 
(本体施設及び短期) 

管理者 １名、医師 １名、生活相談員 ２名、介護職員 ３５名、看護職員 ５名、 
栄養士 ２名、機能訓練指導員 ２名、介護支援専門員 ２名、事務員 ４名 

緊 急 時 の 対 応 方 法 
短期入所生活介護の提供中に利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、速や

かに主治医又は下記の協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じます。 

協 力 医 療 機 関 

金沢医科大学病院 (河北郡内灘町大学１丁目１) 城北病院（金沢市京町２０番３号） 
金沢聖霊総合病院（金沢市長町１丁目５番３０号）浅ノ川総合病院（金沢市小坂町中８３番地） 
地域医療機能推進機構金沢病院（略称：ＪＣＨＯ金沢病院）（金沢市沖町ハの部１５番） 
城北歯科（金沢市京町２０－１５）おおひら歯科医院 (金沢市木越１丁目１５２) 

苦 情 相 談 窓 口 
窓 口 生活相談員 担当者 宮本 愛 
連絡先 TEL ０７６－２５７－２３３３   FAX ０７６－２５７－２３４８ 

利 用 料 

※別紙のとおり 
１．１日当たりの利用料には機能訓練指導体制加算、夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ、サービス提

供体制強化加算（Ⅰ）イ、看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)（14.0%）、

が含まれております。 
２．その他、個別加算（送迎加算、療養食加算、看取り連携体制加算、口腔連携強化加算、生

産性向上推進体制加算（Ⅱ）は別途となります。 
３．地域区分７級地（１単位＝10.17 円）の料金計算となります。詳しくはご相談ください。 

滞 在 費 ・ 食  費 

 第１段階 第２段階 第３段階（①） 第３段階（②） 第４段階 

滞在費 ０円 ４３０円 ４３０円 ４３０円 ９１５円 

食 費 1 日 300 円 
朝食のみ 335 円 

上記以外 600 円 

朝食のみ 335 円 

昼食のみ 607 円 

夕食のみ 503 円 

左記以外 

1,000 円 

朝食のみ 335 円 

昼食のみ 607 円 

夕食のみ 503 円 

左記以外 

1,300 円 

朝食 335 円 

昼食 607 円 

夕食 503 円 

そ の 他 の 費 用 
通常の送迎実施区域を越えて行う送迎に要した交通費 
 (1)通常の送迎の実施区域を越えた地点から、片道概ね５㎞未満  ５５０円 
 (2)通常の送迎の実施区域を越えた地点から、片道概ね５㎞以上  ８００円 

サービス利用に当たっ

ての留意事項 

入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。 
(1)  宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 
(2)  けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。 
(3)  施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 
(4)  指定した場所以外で火気を用いること。 
(5) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 

R6.8.1 


